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井
出
孫
六
・
我
部
政
男
・
比
屋
根
照
夫
・
安
在
邦
夫
編

『
自
由
民
権
機
密
探
偵
史
料
集
』

0
　
本
書
の
構
成
と
そ
の
内
容

　
本
書
は
、
自
由
民
権
百
年
記
念
出
版
と
銘
う
ち
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す

る
「
公
文
別
録
」
お
よ
び
「
公
文
録
」
所
載
の
民
権
関
係
史
料
を
整
理
．
編
集

し
た
も
の
で
、
B
5
判
、
全
八
七
五
頁
に
及
ぶ
大
部
の
史
料
集
で
あ
る
。
本
書

巻
末
に
は
、
編
者
四
名
が
分
担
執
筆
し
た
四
一
頁
の
解
題
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
「
公
文
別
録
」
所
載
史
料
を
収
録
し
た
第
一
部
と
、
　
「
公

文
録
」
所
載
史
料
を
収
録
し
た
第
二
部
と
か
ら
な
り
、
第
一
部
に
は
、
「
板
垣

退
助
遭
害
一
件
」
、
「
福
島
人
民
暴
動
一
件
」
、
「
新
潟
県
下
頸
城
自
由
党
逮
捕
一

件
」
、
「
茨
城
県
下
真
壁
郡
暴
徒
捕
縛
等
ノ
件
」
、
「
致
醐
治
什
伍
僻
機
密
探
偵
書
」

一
・
二
、
「
国
事
探
偵
費
下
付
ノ
件
」
と
題
す
る
綴
り
な
ど
が
、
ま
た
、
第
二

部
に
は
、
秋
田
事
件
、
門
田
平
三
事
件
、
板
垣
退
助
遭
難
事
件
、
福
島
事
件
、

高
田
事
件
、
群
馬
県
人
民
騒
擾
事
件
、
岐
阜
加
茂
事
件
、
加
波
山
事
件
、
秩
父

事
件
、
星
亨
官
吏
侮
辱
事
件
に
関
す
る
伺
と
そ
れ
に
対
す
る
指
令
、
な
ら
び
に

そ
の
附
属
書
類
な
ど
の
史
料
が
、
そ
れ
ぞ
れ
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
由
民
権
運
動
史
に
関
す
る
研
究
は
、
太
平
洋
戦
争

後
、
飛
躍
的
に
進
展
を
み
た
分
野
で
あ
り
、
新
た
な
る
史
料
の
発
掘
に
つ
い
て

　
　
　
紹
介
と
批
評

も
、
政
治
史
、
法
制
史
、
思
想
史
、
経
済
史
な
ど
の
各
分
野
の
専
攻
者
、
あ
る

い
は
各
地
方
史
家
た
ち
の
た
ゆ
ま
な
い
努
力
に
よ
つ
て
、
そ
の
紹
介
が
間
断
な

く
行
わ
れ
て
き
た
領
域
で
あ
つ
た
。
例
え
ば
、
庄
司
吉
之
助
氏
に
よ
る
福
島
県

庁
文
書
な
ど
の
紹
介
、
家
永
三
郎
博
士
に
よ
る
植
木
枝
盛
関
係
史
料
の
紹
介
と

そ
の
利
用
、
稲
葉
誠
太
郎
氏
に
よ
る
加
波
山
事
件
関
係
史
料
の
紹
介
、
小
野
文

雄
氏
他
に
よ
る
秩
父
事
件
関
係
史
料
の
紹
介
、
さ
ら
に
、
長
谷
川
昇
氏
に
よ
る

内
藤
魯
一
文
書
の
紹
介
、
色
川
大
吉
氏
他
に
よ
る
三
多
摩
自
由
民
権
関
係
史
料

の
紹
介
、
村
上
貢
氏
に
よ
る
小
池
勇
関
係
文
書
の
紹
介
、
さ
ら
に
ま
た
、
手
塚

豊
博
士
に
よ
る
法
務
図
書
館
所
蔵
史
料
の
紹
介
と
こ
れ
を
駆
使
し
た
一
連
の
研

究
等
々
は
、
学
界
に
広
く
知
ら
れ
た
代
表
的
業
績
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
自
由
民
権
関
係
の

政
府
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
館
の
開
設
が
昭
和
四
十
六
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
そ
の
存
在
自
体
が
一
般
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
、
そ
の
活

用
と
な
る
と
、
ご
く
一
部
の
研
究
者
が
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
感

が
深
か
つ
た
。
も
つ
と
も
、
尾
佐
竹
猛
「
板
垣
伯
岐
阜
遭
難
事
件
」
（
疑
獄
難
獄
．

昭
和
四
年
・
一
七
九
頁
以
下
）
の
ご
と
く
、
す
で
に
戦
前
に
お
い
て
、
こ
れ
を
利

用
し
た
と
思
わ
れ
る
論
考
や
、
家
永
三
郎
「
植
木
枝
盛
研
究
」
　
（
昭
和
三
＋
五

年
二
δ
二
頁
、
二
六
四
頁
ー
壬
ハ
七
頁
）
の
ご
と
く
、
開
設
十
年
前
の
時
点
で
こ

れ
を
参
照
し
て
い
る
著
作
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
が
、
国
立
公
文
書
館
開

設
以
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
用
状
況
に
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
か

つ
た
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
館
開
設
以
後
、
自
由
民
権
運
動
史
研
究
の

分
野
に
お
い
て
、
「
公
文
録
」
も
し
く
は
「
公
文
別
録
」
所
載
史
料
を
利
用
し

た
文
献
と
し
て
、
わ
ず
か
に
、
手
塚
豊
「
自
由
党
高
田
事
件
に
関
す
る
新
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
（
五
三
一
）
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紹
介
と
批
評

料
」
（
法
学
研
究
・
第
四
十
八
巻
五
号
・
昭
和
五
十
年
五
月
・
七
四
頁
以
下
）
、
森
長
英

三
郎
「
星
亨
官
吏
侮
辱
事
件
」
（
法
学
セ
、
・
・
ナ
ー
・
第
三
ハ
四
号
．
昭
和
五
＋
二
年
三

月
二
一
三
頁
以
下
）
、
井
出
孫
六
・
小
西
四
郎
「
板
垣
死
す
と
も
」
（
歴
史
へ
の

招
待
③
・
昭
和
五
＋
五
年
＋
月
・
九
四
頁
以
下
）
、
群
馬
県
史
編
さ
ん
委
員
会
「
群
馬

県
史
」
資
料
編
二
〇
（
昭
和
五
＋
五
年
＋
二
月
・
四
七
一
頁
以
下
）
、
岐
阜
県
警
察
史

編
さ
ん
委
員
会
「
岐
阜
県
警
察
史
」
上
巻
（
昭
和
五
＋
六
年
三
月
上
二
九
頁
以

下
）
、
拙
稿
「
自
由
民
権
運
動
史
上
に
お
け
る
児
島
稔
」
（
駒
大
政
治
学
論
集
．
第

一
四
号
昭
和
五
＋
六
年
九
月
西
七
頁
以
下
）
、
拙
稿
「
自
由
党
の
解
党
に
つ
い
て
」

（
手
塚
豊
編
著
・
近
代
日
本
史
の
新
研
究
1
・
昭
和
五
＋
六
年
＋
月
・
八
九
頁
以
下
）
、
色

川
大
吉
「
秋
田
事
件
の
再
評
価
を
め
ぐ
つ
て
」
（
秋
田
県
自
由
民
権
百
年
記
念
誌
編

集
委
員
会
・
秋
田
の
自
由
民
権
・
昭
和
五
十
六
年
十
｝
月
・
一
七
頁
以
下
）
等
々
を
示

し
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
従
来
A
と
も
す
れ
ば
利
用
し
に
く
か
つ
た
明
治
政
府
の
内
部

資
料
が
、
今
回
、
本
書
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
一
眺
の
も
と
に
参
照
可

能
と
な
つ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
く
、
こ
れ
に
よ
り
研
究
者
が
う
け
る
便
益

は
、
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
井
出
孫
六
、
我
部
政
男
、
安
在
邦
夫
、
比
屋
根
照
夫
の
四

氏
が
分
担
執
筆
さ
れ
た
本
書
巻
末
の
解
題
に
つ
い
て
、
一
言
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
あ
ま
り
に
も
杜
撰
か
つ
安
直
に
す
ぎ
る
記
述
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

お
よ
そ
、
い
か
な
る
史
料
集
で
あ
ろ
う
と
、
読
者
に
と
つ
て
は
、
そ
こ
に
含
ま

れ
て
い
る
史
料
が
学
界
未
知
の
新
史
料
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
論
文

な
ど
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
史
料
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
全
部

も
し
く
は
一
部
が
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
史
料
な
の
か
否
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
（
五
三
二
）

最
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
本
書
の
ご
と
き
史
料
集
に

附
せ
ら
れ
る
解
題
の
執
筆
者
は
、
何
を
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
こ
と
を
で
き
る
限

り
詳
細
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
を
行
い
、
こ
れ
を
読

者
に
提
示
す
る
責
任
と
義
務
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
の
編
者

四
氏
に
よ
る
解
題
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
責
務
を
は
た
し
て
い
る
よ
う
に

は
思
わ
れ
な
い
。

　
以
下
、
井
出
氏
の
「
板
垣
の
岐
阜
遭
難
と
機
密
探
偵
史
料
」
、
我
部
氏
の

「
大
阪
府
平
民
門
田
平
三
国
事
犯
処
分
一
件
」
、
安
在
氏
の
「
高
田
事
件
」
、
比

屋
根
氏
の
「
『
機
密
探
偵
史
料
集
』
に
見
る
自
由
党
解
党
問
題
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ

題
す
る
解
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
内
容
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た

い
Q

ω

井
出
孫
六

「
板
垣
の
岐
阜
遭
難
と
機
密
探
偵
史
料
」

　
明
治
十
五
年
四
月
六
日
、
岐
阜
中
教
院
に
お
い
て
、
自
由
党
総
理
板
垣
退
助

が
相
原
尚
聚
な
る
人
物
に
短
刀
で
斬
り
つ
け
ら
れ
、
重
傷
を
負
う
と
い
う
事
件

が
起
つ
た
。
世
に
い
う
板
垣
退
助
岐
阜
遭
難
事
件
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
本
書
に
収
録
さ
れ
た
「
板
垣
退
助
遭
害
一
件
」
と
題
す
る
史
料
は
、
こ
の
事

件
が
発
生
し
た
直
後
、
岐
阜
県
令
小
崎
利
準
が
内
務
省
警
保
局
長
田
辺
良
顕
あ

る
い
は
内
閣
書
記
官
長
井
上
毅
宛
に
送
付
し
た
上
申
書
お
よ
び
そ
の
添
付
書
類

の
綴
り
を
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
相
原
尚
聚
意
見
書
、
相
原
尚

聚
警
察
訊
問
調
書
、
相
原
尚
襲
岐
阜
軽
罪
裁
判
所
訊
問
調
書
、
岐
阜
県
病
院
副

院
長
西
川
黙
蔵
の
板
垣
退
助
診
断
書
、
警
察
検
証
調
書
、
差
押
物
件
目
録
、
警

128



察
医
武
山
巌
の
板
垣
退
助
診
断
書
、
警
部
補
山
崎
正
復
命
書
、
御
嵩
警
察
署
詰

御
用
掛
岡
本
都
娯
吉
探
偵
上
申
書
、
池
田
豊
志
知
密
告
書
、
池
田
豊
志
知
岐
阜

軽
罪
裁
判
所
訊
問
調
書
な
ど
の
貴
重
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
尾
佐
竹
・
前
掲
「
板
垣
伯
岐
阜
遭
難
事
件
」
を
み
る
と
、
上
記
の

史
料
（
出
典
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
）
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
最
近

刊
行
さ
れ
た
前
掲
「
岐
阜
県
警
察
史
」
上
巻
に
も
、
前
掲
「
相
原
尚
聚
警
察
訊

問
調
書
」
、
前
掲
「
警
察
検
証
調
書
」
、
前
掲
「
岡
本
都
填
吉
探
偵
上
申
書
」
な

ど
の
史
料
が
覆
刻
さ
れ
て
お
り
、
本
書
中
に
み
い
出
せ
る
新
史
料
は
、
必
ず
し

も
多
い
と
は
い
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
井
出
民
の
解
題
は
、
本
書
に
い
か
な
る
新
史
料
が
み
い
出
せ
る

の
か
、
ま
た
、
そ
の
史
料
に
よ
つ
て
い
か
な
る
事
実
が
判
明
す
る
の
か
と
い
つ

た
事
が
ら
に
全
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
前
掲
「
岡
本
都
撰
吉
探
偵
上
申
書
」

一
通
の
み
の
紹
介
に
終
始
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
井
出
氏
は
、
右
の
探
偵

上
申
書
を
「
明
治
密
偵
史
の
原
資
料
」
（
八
四
四
頁
）
と
み
る
立
場
か
ら
、
こ
と

の
ほ
か
そ
の
価
値
を
重
視
さ
れ
、
こ
れ
を
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の

探
偵
上
申
書
が
新
史
料
で
は
な
く
、
す
で
に
前
掲
「
岐
阜
県
警
察
史
」
上
巻

（
三
九
頁
ー
一
≡
六
頁
）
に
そ
の
全
文
が
覆
刻
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
こ
と

に
、
同
氏
は
、
全
く
気
づ
い
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
井
出
氏
が
「
岐
阜
県
警
察
史
」
上
巻
の
先
業
に
気
づ
か
ず
、
周
知
の
探
偵
上

申
書
に
拘
泥
さ
れ
す
ぎ
た
結
果
、
本
書
に
み
い
出
せ
る
新
史
料
に
つ
い
て
の
解

題
が
お
ろ
そ
か
と
な
つ
た
こ
と
は
、
皇
に
残
念
で
あ
る
・

紹
介
と
批
評

◎
　
我
部
政
男

　
「
大
阪
府
平
民
門
田
平
三
国
事
犯
処
分
一
件
」

　
明
治
十
四
年
十
二
月
、
大
阪
の
自
由
民
権
運
動
家
門
田
平
三
が
忘
年
会
の
席

上
、
明
治
天
皇
の
石
版
画
の
額
を
持
ち
あ
げ
、
　
「
馬
鹿
天
子
」
と
叫
び
、
こ
れ

を
破
棄
し
た
行
為
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
つ
た
。
世
に
い
う

門
田
平
三
事
件
で
あ
る
。

　
従
来
、
こ
の
事
件
に
論
及
し
た
文
献
と
し
て
は
、
「
大
阪
府
警
察
史
」
第
一

巻
（
昭
和
四
＋
五
年
・
二
七
〇
頁
f
二
七
一
頁
）
を
示
し
う
る
が
、
そ
の
全
貌
を
究

明
し
た
文
献
と
し
て
は
、
手
塚
博
士
が
昭
和
四
十
六
年
十
月
、
「
法
学
研
究
」

誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
四
）
1

門
田
平
三
事
件
ー
」
（
第
四
＋
四
巻
一
〇
号
⊥
ハ
四
頁
以
下
）
と
題
す
る
労
作
が

あ
る
。
手
塚
博
士
の
論
考
は
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
「
公
文
類

聚
」
に
含
ま
れ
て
い
る
門
田
平
三
事
件
関
係
史
料
（
第
六
編
第
八
＋
一
巻
所
載
）

を
駆
使
し
て
、
こ
の
事
件
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
裁
判
の

過
程
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
解
明
し
、
さ
ら
に
そ
の
末
尾
に
は
、
「
公
判
始
末

書
」
、
「
裁
判
言
渡
書
」
な
ど
の
新
史
料
を
附
し
た
意
欲
作
で
あ
つ
て
、
そ
れ

は
、
い
ま
や
、
門
田
平
三
事
件
に
関
す
る
必
読
の
文
献
と
な
つ
て
い
る
。

　
今
回
、
本
書
に
登
載
さ
れ
た
「
大
阪
府
平
民
門
田
平
三
国
事
犯
処
分
一
件
」

と
題
す
る
史
料
は
、
「
明
治
十
五
年
公
文
録
司
法
省
　
七
月
第
二
」
所
載

の
同
事
件
関
係
史
料
を
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
覆
刻

さ
れ
た
史
料
は
、
手
塚
・
前
掲
論
文
に
よ
つ
て
利
用
さ
れ
た
「
公
文
類
聚
」
所

載
の
も
の
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
手
塚
・
前
掲
論
文
に
よ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
九
　
　
（
五
三
三
）
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紹
介
と
批
評

利
用
な
い
し
は
紹
介
さ
れ
た
史
料
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
部
氏
が
執
筆
さ
れ
た
本
史
料
に
関
す
る
解
題
に
は
、
「
国
事
犯

門
田
平
三
は
、
十
四
年
政
変
の
本
質
に
最
も
鋭
く
切
り
こ
ん
だ
人
物
」
（
八
六

四
頁
）
、
「
門
田
平
三
は
単
に
感
情
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
動
く
人
物
で
は
な
か
つ
た
」

（
同
上
）
、
「
自
由
主
義
を
標
榜
す
る
門
田
平
三
の
立
場
は
…
…
」
（
八
六
五
頁
）
な

ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
、
門
田
の
人
物
評
な
い
し

は
犯
行
動
機
の
紹
介
以
外
の
記
述
は
、
み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
部
氏
の

解
題
に
は
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
文
献
と
も
い
う
べ
き
、
手

塚
・
前
掲
論
文
を
全
く
参
照
し
て
い
な
い
と
い
う
致
命
的
欠
陥
が
あ
る
ほ
か
、

e
門
田
平
三
の
経
歴
（
手
塚
・
前
掲
論
文
で
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
、
事
件

の
内
容
、
裁
判
の
推
移
等
々
、
本
史
料
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
事
項
に

つ
い
て
あ
ら
た
に
調
査
を
行
つ
た
形
跡
が
全
く
み
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
⇔

「
公
文
類
聚
」
所
載
の
事
件
関
係
史
料
と
の
比
較
対
照
、
考
証
が
全
く
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
曾
本
史
料
が
有
す
る
史
料
価
値
に
つ
い
て
の
分
析
と
そ
の
評

価
が
全
く
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
々
、
数
多
く
の
弱
点
が
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

　
こ
の
事
件
は
、
当
時
あ
い
つ
い
で
発
生
し
た
不
敬
罪
事
件
の
中
で
も
、
最
も

広
く
世
上
に
知
ら
れ
た
事
件
の
ひ
と
つ
で
あ
つ
て
、
全
国
各
地
の
新
聞
は
、
こ

の
事
件
を
競
つ
て
報
道
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
も
し
も
、
我
部
氏
が
労
を

惜
し
ま
ず
、
諸
先
学
の
論
考
な
ら
び
に
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
、
「
日
本
立
憲
政
党

新
聞
」
、
「
郵
便
報
知
新
聞
」
、
「
時
事
新
報
」
等
々
の
当
時
の
新
聞
報
道
記
事
を

丹
念
に
参
照
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
だ
け
は
、
回
避
で
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
　
安
在
邦
夫
「
高
田
事
件
」

ニ
ニ
○
　
　
（
五
三
四
）

　
明
治
十
六
年
三
月
二
日
以
降
、
新
潟
県
高
田
の
頸
城
自
由
党
員
を
中
心
に
、

総
計
三
十
余
名
が
逮
捕
さ
れ
、
内
乱
陰
謀
そ
の
他
の
容
疑
に
問
わ
れ
た
も
の

の
、
同
年
十
二
月
十
七
日
、
東
京
で
ひ
ら
か
れ
た
高
等
法
院
に
お
い
て
、
赤
井

景
紹
の
み
が
重
禁
獄
九
年
の
判
決
を
う
け
る
と
い
う
事
件
が
起
つ
た
。
い
わ
ゆ

る
高
田
事
件
が
こ
れ
で
あ
る
◎

　
こ
の
高
田
事
件
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
「
自
由
党
高
田
事
件

裁
判
小
考
」
　
（
法
学
研
究
・
第
四
＋
六
巻
四
、
六
号
・
昭
和
四
＋
八
年
四
月
、
六
月
・

一
頁
、
三
一
頁
以
下
）
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
再
言
す
る
こ
と

は
ひ
か
え
る
が
、
高
田
事
件
研
究
史
上
、
注
目
す
べ
き
文
献
は
、
江
村
栄
一

「
高
田
事
件
」
　
（
頸
城
文
化
・
第
九
、
　
一
〇
号
・
昭
和
三
＋
一
年
六
月
、
＋
二
月
・
三

〇
頁
、
六
五
頁
以
下
）
、
同
「
『
国
事
犯
』
高
田
事
件
」
（
史
潮
・
第
八
四
、
八
五
合

併
号
・
昭
和
三
＋
八
年
＋
一
月
・
六
〇
頁
以
下
）
、
手
塚
・
前
掲
「
自
由
党
高
田
事
件

裁
判
小
考
」
、
手
塚
・
前
掲
「
自
由
党
高
田
事
件
に
関
す
る
新
史
料
」
の
四
論

考
で
あ
る
・
江
村
氏
の
「
高
田
事
件
」
は
、
高
田
地
方
に
埋
も
れ
て
い
た
新
史

料
を
利
用
し
、
こ
の
事
件
を
頸
城
自
由
党
に
対
す
る
政
府
・
警
察
一
体
の
弾
圧

事
件
と
結
論
づ
け
た
労
作
で
あ
り
、
ま
た
、
同
氏
の
「
『
国
事
犯
』
高
田
事
件
」

は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
に
か
か
る
三
島
通
庸
文
書
中
の
高
田
事
件
関
係

書
類
を
利
用
し
、
前
記
論
考
の
結
論
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

他
方
、
手
塚
博
士
の
「
自
由
党
高
田
事
件
裁
判
小
考
」
は
、
右
の
江
村
説
の
論

拠
が
い
ず
れ
も
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
上
で
、
同
事

件
の
大
量
検
挙
は
、
新
潟
始
審
裁
判
所
高
田
支
庁
の
検
事
補
堀
小
太
郎
が
長
谷
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川
三
郎
を
使
咳
し
て
行
つ
た
単
独
の
陰
謀
で
あ
り
、
む
し
ろ
警
察
は
消
極
的
で

あ
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
内
乱
陰
謀
の
罪
に
追
い
こ
む
策
謀
は
結
局
失
敗
に

お
わ
つ
た
こ
と
、
さ
ら
に
第
二
段
の
策
と
し
て
採
ら
れ
た
頸
城
自
由
党
の
集
会

条
例
違
反
の
件
、
あ
る
い
は
山
際
七
司
、
加
藤
勝
弥
の
内
乱
陰
謀
の
件
に
つ
い

て
の
策
略
も
つ
い
に
実
を
結
ば
な
か
つ
た
こ
と
な
ど
の
新
知
見
を
数
多
く
加
え

た
雄
編
で
あ
る
Q
ま
た
、
同
博
士
の
「
自
由
党
高
田
事
件
に
関
す
る
新
史
料
」

は
、
本
書
に
も
収
録
さ
れ
た
「
公
文
別
録
」
所
載
の
高
田
事
件
関
係
史
料
を
い

ち
は
や
く
学
界
に
紹
介
（
前
述
の
三
島
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
な
ど
若
干
の
も
の

を
省
略
）
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
史
料
に
よ
つ
て
新
た
に
判
明
し
た
諸
事
実
を
指

摘
し
た
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
由
党
高
田
事
件
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
江
村
栄
一
氏
の
論

考
に
よ
つ
て
、
そ
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
後
、
手
塚
博
士
の
諸
業
績
に
よ

つ
て
、
事
件
の
全
容
が
解
明
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
安
在
氏
が
本
史
料
の
解
題
に
お
い
て
、
上
記
の
研
究
史
を
全
く
無
視
し
、

　
　
江
村
栄
一
「
高
田
事
件
」
、
「
『
国
事
犯
』
高
田
事
件
」
な
ど
に
よ
つ
て
、
本
事
件
も

　
　
初
め
て
科
学
的
な
解
明
が
な
さ
れ
る
に
至
り
、
現
在
で
は
、
強
固
な
勢
力
を
誇
つ
た

　
　
頸
城
自
由
党
な
ど
の
壊
滅
を
目
ざ
し
た
、
政
府
・
裁
判
所
・
警
察
署
一
体
の
大
弾
圧

　
　
事
件
、
と
把
握
・
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
（
八
六
八
頁
）
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
宴
に
不
可
解
で
あ
る
・
右
の
安
在
氏
の
見
解
が

研
究
史
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
高
田
事

件
が
「
政
府
・
裁
判
所
・
警
察
署
一
体
の
弾
圧
事
件
」
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を

立
証
す
る
「
同
県
下
高
田
自
由
党
捕
縛
情
況
ノ
件
」
と
題
す
る
史
料
が
本
書

（
一
西
五
頁
－
二
四
六
頁
）
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
安
在
氏
は
、
承
知
さ
れ
て

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
在
氏
が
前
記
史
料
に
全
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
と
対
立
す
る
見
解
を
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
氏
が
本
史
料
を
精
読

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
い
だ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
◎

　
ま
た
、
安
在
氏
は
、
本
解
題
を
書
く
上
で
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
手

塚
博
士
の
高
田
事
件
関
係
史
料
の
覆
刻
紹
介
に
つ
い
て
、

　
　
な
お
手
塚
豊
「
自
由
党
高
田
事
件
に
関
す
る
新
史
料
」
は
、
本
書
に
収
め
た
公
文
書

　
　
　
　
　
（
『
・
脱
力
）

　
　
館
所
蔵
の
公
文
別
録
』
関
係
の
史
料
を
復
刻
・
紹
介
し
た
も
の
も
あ
る
。
た
ぼ
し
一

　
　
部
割
愛
さ
れ
て
い
る
（
八
六
八
頁
）
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
高
田
事
件
関
係
史
料
の
う
ち
、

「
公
文
別
録
」
所
載
の
「
新
潟
県
下
頸
城
自
由
党
逮
捕
一
件
」
と
題
す
る
史
料

（
二
二
九
頁
i
二
六
九
頁
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、
す
で
に
手
塚
博
士
に
ょ
り
学
界
に
発

表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
、
本
書
の
公
刊
に
よ
り
新
た
に
追
加
し
う

至
局
田
事
件
関
係
の
新
史
料
は
、
わ
ず
か
に
、
「
明
治
十
六
年
公
文
録
　
司
法

省
七
月
第
一
」
所
載
の
「
新
潟
県
士
族
赤
井
景
紹
等
犯
罪
二
付
高
等
法
院

開
庁
ノ
件
」
、
「
判
事
巌
谷
龍
一
外
一
名
新
潟
県
士
族
赤
井
景
紹
等
ノ
件
二
付
予

審
判
事
被
命
ノ
件
」
、
「
高
田
事
件
二
付
犯
罪
者
二
属
ス
ル
費
用
及
ヒ
高
等
法
院

取
締
巡
査
二
属
ス
ル
費
用
ノ
件
」
の
三
点
（
六
九
三
頁
ー
六
九
九
頁
）
が
み
い
出

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
た
が
つ
て
、
本
解
題
を
執
筆
す
る
に
あ
た
つ
て
、
安
在
氏
は
、
ま
ず
、
こ

の
こ
と
に
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
右
の
三
点
の
新
史
料
の
紹
介
に
、
む
し

ろ
力
点
を
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
う
。
安
在
氏
が
本
書
の
価
値

を
高
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
こ
と
さ
ら
に
諸
先
学
の
業
績
を
低
く
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
　
　
（
五
三
五
）
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紹
介
と
批
評

て
、
あ
た
か
も
新
史
料
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
記
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
単
に
不
公
平
、
不
公
正
と
い
う
ぽ
か
り
か
、
本
書
に
対
す
る
読
者

の
信
頼
を
そ
こ
な
う
結
果
と
な
る
こ
と
に
、
同
氏
は
、
も
つ
と
留
意
さ
れ
る
べ

き
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
Q

　
な
お
、
同
氏
の
解
題
中
、
『
頸
域
文
化
』
と
あ
る
の
は
、
『
頸
城
文
化
』

の
、
「
判
事
巌
谷
龍
一
外
赤
井
景
紹
等
二
付
予
審
判
事
被
命
ノ
件
」
と
あ
る
の

は
、
　
「
判
事
巌
谷
龍
一
外
一
名
新
潟
県
士
族
赤
井
景
紹
等
ノ
件
二
付
予
審
判
事

被
命
ノ
件
」
の
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
阻
記
し
て
お
く
。

㊨
　
比
屋
根
照
夫

　
「
『
機
密
探
偵
史
料
集
』

に
見
る
自
由
党
解
党
間
題
」

　
わ
が
国
最
初
の
全
国
的
政
党
で
あ
る
自
由
党
は
、
明
治
十
七
年
十
月
二
十
九

日
、
結
党
後
わ
ず
か
三
年
を
も
つ
て
解
党
し
た
。
こ
の
解
党
の
経
緯
な
ら
び
に

原
因
に
つ
い
て
は
、
色
川
大
吉
氏
が
「
い
ま
だ
に
深
い
霧
に
包
ま
れ
て
い

る
」
（
自
由
民
権
・
昭
和
五
＋
六
年
四
月
・
一
七
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と

く
、
ご
く
最
近
ま
で
そ
の
究
明
が
最
も
遅
れ
て
い
た
分
野
の
一
つ
で
あ
つ
た

が
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
魏
醐
治
什
伍
韓
機
密
探
偵
書
」
と
題
す
る
綴
り
を
は

じ
め
て
利
用
し
、
こ
の
間
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
前
掲
・
拙
稿
「
自

由
党
の
解
党
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
私
は
、
明
治
十
六

年
六
月
以
降
、
同
十
七
年
十
月
の
解
党
大
会
に
至
る
間
の
同
党
の
動
向
を
考
察

し
、
そ
の
間
、
e
同
党
の
中
心
的
存
在
で
あ
つ
た
板
垣
退
助
が
は
じ
め
て
解
党

の
方
針
を
発
言
し
た
時
期
は
、
彼
が
欧
州
か
ら
帰
朝
し
た
直
後
と
判
断
で
き
る

こ
と
、
O
し
か
し
、
そ
の
真
意
は
、
「
十
万
円
の
党
資
金
募
集
計
画
」
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
＝
　
　
（
五
三
六
）

に
あ
り
、
文
字
ど
お
り
の
解
党
論
で
は
な
か
つ
た
こ
と
、
㊧
し
た
が
つ
て
、
自

由
党
の
存
続
は
、
ま
さ
に
こ
の
計
画
の
成
否
に
か
か
つ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
成
果
は
、
わ
ず
か
「
一
万
円
余
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
惨
憺
た
る

結
果
に
お
わ
つ
た
こ
と
、
⑳
そ
し
て
、
板
垣
は
、
こ
の
計
画
の
失
敗
を
党
員
の

「
違
約
」
と
攻
撃
し
、
つ
い
に
自
由
党
を
解
党
に
み
ち
び
い
た
こ
と
、
㈲
以
上

の
こ
と
か
ら
、
解
党
の
最
大
の
原
因
は
、
政
治
跳
線
上
の
相
違
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
「
十
万
円
の
党
資
金
募
集
計
画
」
の
失
敗
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と

な
ど
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
諸
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
公
文
別
録
」
所
載
の
「
魏
嗣
治
什
伍
碑
機
密
探
偵
書
」
の
解
題

を
担
当
さ
れ
た
比
屋
根
氏
は
、
そ
の
全
容
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ

ず
、
前
掲
・
拙
稿
と
ほ
ぼ
同
一
の
テ
ー
マ
、
構
想
、
論
法
の
も
と
に
、
「
『
機
密

探
偵
史
料
集
』
に
見
る
自
由
党
解
党
間
題
」
と
題
す
る
論
考
を
執
筆
さ
れ
、
こ

れ
を
本
史
料
の
解
題
と
し
て
登
載
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
も
、
比
屋
根
氏
が
そ

の
論
証
に
用
い
ら
れ
た
史
料
の
多
く
は
、
前
掲
・
拙
稿
で
利
用
し
た
史
料
と
同

一
の
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
氏
は
、
自
由
党
解
党
問
題
を
め
ぐ
る
先
駆
的

業
績
と
し
て
、
長
谷
川
昇
、
下
山
三
郎
、
後
藤
靖
の
三
氏
の
研
究
を
あ
げ
て
お

ら
れ
る
だ
け
で
、
前
掲
・
拙
稿
に
つ
い
て
は
、
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
前

掲
・
拙
稿
を
収
録
し
た
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
1
」
（
手
塚
豊
編
著
・
北
樹
出
版
）

の
刊
行
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
わ
ず
か
一
ヵ
月
半
前
の
昭
和
五
十
六
年
十
月

三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
安
在
邦
夫
氏
が
「
秋

田
事
件
」
の
解
題
に
お
い
て
、
前
掲
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
1
」
よ
り
も
遅

く
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の
著
作
、
す
な
わ
ち
、
秋
田
近
代
史
研
究
会
「
秋
田
県
の

自
由
民
権
運
動
」
（
昭
和
五
＋
六
年
＋
一
月
＋
五
日
）
お
よ
び
秋
田
県
自
由
民
権
百
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年
記
念
誌
編
集
委
員
会
「
秋
田
の
自
由
民
権
」
（
昭
和
五
＋
六
年
＋
『
月
一
日
）
に

ふ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
（
八
六
三
頁
）
よ
り
み
て
、
比
屋
根
氏
に
時
間
的
余
裕
が

な
か
つ
た
は
ず
は
な
く
、
ま
し
て
、
前
掲
・
拙
稿
の
抜
刷
は
、
編
者
の
一
人
で

あ
る
我
部
政
男
氏
に
献
呈
し
て
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
比
屋
根
氏
が
こ
れ
を
参
照

さ
れ
な
か
つ
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

　
お
よ
そ
、
同
一
の
テ
ー
マ
で
同
一
の
史
料
を
用
い
て
こ
れ
を
考
証
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
何
ら
か
の
先
行
論
文
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
言
及
し
、

堂
々
と
賛
成
論
な
り
、
ま
た
、
反
対
論
な
り
を
展
開
す
る
の
が
、
研
究
者
と
し

て
の
モ
ラ
ル
で
は
な
か
ろ
う
か
。
比
屋
根
氏
が
、
そ
の
解
題
に
お
い
て
、
あ
た

か
も
最
初
に
「
頸
醐
治
什
価
韓
機
密
探
偵
書
」
を
利
用
し
、
自
由
党
解
党
の
経
緯

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
遣
憾

で
あ
る
。

　
な
お
、
比
屋
根
氏
の
解
題
は
、
前
掲
・
拙
稿
と
ほ
ぼ
同
様
の
論
旨
を
展
開
さ

れ
つ
つ
も
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
、
「
解
党
理
由
が
た
ん
に
そ
の
（
＋
万
円

の
党
資
金
募
集
計
画
の
ー
寺
崎
註
Y
不
振
だ
け
に
あ
つ
た
の
で
は
な
く
、
党
の
中
央

部
周
辺
に
ま
で
迫
つ
た
下
部
急
進
派
の
κ
激
発
”
に
あ
つ
た
」
（
八
六
〇
頁
）
と

述
べ
ら
れ
、
前
掲
・
拙
稿
の
結
論
と
は
、
全
く
正
反
対
の
結
論
を
提
示
し
て
お

ら
れ
る
。
比
屋
根
氏
が
新
史
料
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
十
万
円
の
党
資
金
募
集
計

画
の
詳
し
い
記
述
を
行
う
一
方
、
そ
の
結
論
の
部
分
に
お
い
て
、
突
然
、
本
史

料
が
示
す
内
容
か
ら
離
れ
、
「
板
垣
解
党
論
の
言
外
に
し
な
い
最
大
の
理
由
」

（
同
上
）
を
推
測
さ
れ
、
あ
え
て
、
前
掲
・
拙
稿
と
異
な
る
見
解
を
み
ち
び
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
同
氏
の
自
己
矛
盾
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈹
　
総

括

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た

民
権
関
係
の
貴
重
史
料
を
多
数
登
載
し
、
そ
こ
に
は
、
学
界
の
渇
望
を
み
た
す

に
足
る
内
容
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
そ
の
巻
末
に
附
せ
ら
れ
た

解
題
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
残
為
史
料
集
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
書
を
閲

読
す
る
読
者
が
、
右
記
の
解
題
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
こ
れ
を
利
用
す
る

こ
と
は
、
史
料
的
価
値
判
断
を
誤
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
き
わ
め
て
危
険
で
あ

る
Q　

第
一
級
史
料
の
公
刊
で
は
あ
る
が
、
そ
の
解
題
に
信
頼
が
お
け
な
い
こ
と
に

よ
つ
て
、
本
書
全
体
の
価
値
が
著
し
く
減
殺
さ
れ
て
し
ま
つ
た
こ
と
は
、
惜
し

み
て
も
あ
ま
り
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
五
日
刊
、
三
一
書
房
　
三
〇
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
崎
　
　
修
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